
●日米間選手契約に関する協定（訳文）＝2013年 12月 16日改定調印発効 

※解釈が分かれた場合は、英語による協定書が優先される 

 

１．日本プロフェッショナル野球組織の構成球団（以下「ＮＰＢ球団」という。）が、プロ、

アマを問わず、アメリカ合衆国若しくはカナダで現在プレー中か若しくは過去にプレー

したか、及び／又は、アメリカ合衆国若しくはカナダにある 30のメジャー・リーグ・ベ

ースボール球団のいずれかの球団と契約下にあるか、若しくは保留されている野球選手

（以下「ＭＬＢ選手」という。）に接触し、契約することを希望する場合、当該ＮＰＢ球

団は、まず日本プロフェッショナル野球組織（以下「ＮＰＢ」という。）のコミッショナ

ー事務局に対し、野球コミッショナー事務局1（以下「ＢＯＣ」という。）に連絡をとり、

当該ＭＬＢ選手の身分と契約の可能性について決定するよう要請するものとする。ＢＯ

Ｃは、ＮＰＢからのその要請に対し、当該ＭＬＢ選手の身分を決定し、その決定を４日の

業務日以内にＮＰＢに通知することにより、回答するものとする。ＮＰＢは、ＢＯＣとの

連絡において、どのＮＰＢ球団がＭＬＢ選手の身分照会を依頼したかについて機密に保

つものとする。 

 

２．当該ＭＬＢ選手が、アメリカ合衆国又はカナダにある 30のいずれかのメジャー・リー

グ・ベースボール球団（以下、「ＭＬＢ球団」という。）又はそれらの傘下にあるマイナー・

リーグ球団の保留、現役、故障、入隊、任意引退、忌引休暇／家族の医療緊急事態、育児

休暇、制限、資格停止、出場停止又は失格リスト（それぞれのリストについては、その時

点で有効なメジャー・リーグ・ルールの中で説明されている。）に掲載されている場合は、

ＮＰＢ球団は、ＢＯＣを通じてそのＭＬＢ球団の明示的な承認を得ない限り、そのＭＬＢ

選手と接触し又は契約することができない。 

 

３．当該ＭＬＢ選手が、２項により承認を得なければならない選手でないとＢＯＣにより決

定された場合は、ＢＯＣは、その旨をＮＰＢに通知するものとし、その後当該ＮＰＢ球団

は、当該ＭＬＢ選手と接触し、契約することができる。２項により承認が必要な場合は、

ＢＯＣは、ＮＰＢに、当該ＭＬＢ選手と契約し又は保留しているＭＬＢ球団の承認又は不

承認を通知するものとする。 

 

４．ＭＬＢ球団が、プロ、アマを問わず、日本で現在プレー中か若しくは過去にプレーした

か、及び／又は、ＮＰＢ球団の契約下にあるか、若しくは保留されている野球選手（以下

「ＮＰＢ選手」という。）に接触し、契約することを希望する場合、当該ＭＬＢ球団は、

まずＢＯＣに対し、ＮＰＢに連絡をとり、当該ＮＰＢ選手の身分と契約の可能性について

決定するよう要請するものとする。ＮＰＢは、ＢＯＣからのその要請に対し、４日の業務

                                                   
1 訳注：ＭＬＢのコミッショナー事務局のこと。 



日以内に回答するものとする。ＢＯＣは、ＮＰＢとの連絡において、どのＭＬＢ球団がＮ

ＰＢ選手の身分照会を依頼したかについて機密に保つものとする。 

 

５．当該ＮＰＢ選手が、いずれかのＮＰＢ球団の保留、任意引退、制限、資格停止、出場停

止又は失格リスト（それぞれのリストについては、その時点で有効な日本プロフェッショ

ナル野球協約の中で説明されている。）に掲載されている場合は、ＭＬＢ球団は、ＮＰＢ

を通じてそのＮＰＢ球団の承認を得て、かつ、以下の７項から 12項に定める手続に従わ

ない限り、そのＮＰＢ選手と接触し又は契約することができない。ＮＰＢ球団は、７項か

ら 12項に定める手続に従わない限り、当該球団の選手に対する保留期間が満了する前に、

当該選手がＭＬＢ球団との接触を達成するために、当該選手をリリースしないものとす

る。 

 

６．当該ＮＰＢ選手が、５項により承認を得なければならない選手でないとＮＰＢにより決

定された場合は、ＮＰＢは、その旨をＢＯＣに通知するものとし、その後当該ＭＬＢ球団

は、当該ＮＰＢ選手と接触し、契約することができる。５項により承認が必要な場合は、

ＮＰＢは、ＢＯＣに、ＮＰＢ球団の承認又は不承認を通知するものとする。承認の場合は、

以下７項から 12項に定める手続が適用される。 

 

７．５項で定めたＮＰＢ選手で、ＮＰＢ球団がＭＬＢ球団に対し契約可能にすることを希望

する選手に関しては、当該ＮＰＢ球団は、ＮＰＢに対し、（ⅰ）当該ＮＰＢ選手を契約可

能であるとするＮＰＢ球団の希望と、（ⅱ）ＭＬＢ球団と当該選手が合意に達した場合に、

当該選手のリリースを確保するために、ＭＬＢ球団がＮＰＢ球団に支払わなければなら

ないリリース料とを、ＢＯＣに通知することを要請するものとする。ＮＰＢ球団は、その

選手のリリース料に関して、＄20,000,000 を超える金額を設定することはできない。Ｎ

ＰＢがＢＯＣに対し、当該選手のリリース料を通知した後は、リリース料は、当該選手の

ポスティング期間中、ＮＰＢ球団により変更されてはならない。 

 

８．ＢＯＣは、当該ＮＰＢ選手が契約可能である旨を、全ＭＬＢ球団に対し、当該選手を契

約可能とするＮＰＢ球団の意思及び当該選手のリリースを確保するためにＭＬＢ球団が

ＮＰＢ球団に支払わなければならないリリース料の金額とを通知することにより、「ポス

トする」ものとする。ＮＰＢ球団によるすべてのポスティングの要請は、ある年の 11月

１日から翌年の２月１日までの間に、ポスティングにかかる当該ＮＰＢ選手に関してＮ

ＰＢ球団が所有し、ＭＬＢ球団に順次回覧される、完全なメディカル・ファイルを添付し

て行わねばならない。 

 

９．ＢＯＣがＮＰＢ選手のポスティング（及びリリース料の金額）をＭＬＢ球団に通知した



日の翌日の午前８時（アメリカ合衆国東部時間）に、当該選手のリリース料を支払う意思

のあるいかなるＭＬＢ球団も、当該選手と契約合意に向けて交渉することができる。ＭＬ

Ｂ球団は、ＢＯＣが当該選手をポスティングした日の翌日から数えて 30日目の午後５時

（アメリカ合衆国東部時間）まで、当該選手と契約合意に向けて交渉することができる

（以下、「交渉期限」という。）。メジャー・リーグ契約の場合、ＢＯＣ及びメジャー・リ

ーグ・ベースボール選手会は、交渉期限に先立って、契約条項を確認しなければならず、

また、マイナー・リーグ契約の場合は、交渉期限までに、すべての重要事項がＢＯＣに報

告されなければならない。ＢＯＣ及び選手会により確認された契約又はＢＯＣに報告さ

れた契約（マイナー・リーグ契約の場合）は、その選手が身体検査に合格することや、そ

の選手がビザを取得することといった、事後の不確実な出来事に係らしめることはでき

ない。 

 

10．ＭＬＢ球団が上記９項に従いＮＰＢ選手と合意に達した場合、下記に記載するスケジュ

ールに従い、ＭＬＢ球団は、ＮＰＢ球団に対し、リリース料を支払わなければならず、Ｎ

ＰＢ球団は、当該選手をリリースしなければならない。ＮＰＢ球団は、リリース料のいか

なる修正についても、ＭＬＢ球団と交渉することは認められない。ＮＰＢ球団は、リリー

ス料の最初の分割払いを受領後、５業務日以内にその選手をリリースするものとする。 

ａ． リリース料が＄10,000,000以上の場合、ＭＬＢ球団は、（上記９項に規定されたとお

り）当該選手との契約条項が確認され、又は報告された日から 18か月以内に、ＮＰＢ

球団にリリース料を支払うものとする。ＭＬＢ球団は、ＮＰＢ球団に、リリース料を４

回の分割払いにて支払うものとする。１回目の支払いは、リリース料の 50％、２回目

は 17％、3 回目は 17％、最終は 16％とする。１回目の支払いは、（上記９項に規定さ

れたとおり）その選手との契約条項が確認され、又は報告された日から 14日以内；２

回目の支払いは、その選手との契約が確認され、又は報告された日から６か月以内；３

回目の支払いは、その選手との契約が確認され、又は報告された日から 12か月以内；

最終の支払いは、その選手との契約が確認され、又は報告された日から 18か月以内に

行われるものとする。ＢＯＣは、ＭＬＢ球団及びＮＰＢに対し、各分割払いの正確な期

限を含んだリリース料の支払いスケジュールを提出する。（上記９項に規定されたとお

り）その選手との契約条項が確認され、又は報告された日から 30日以内に、ＭＬＢ球

団は、当該支払いスケジュールに従いＭＬＢ球団がＮＰＢ球団に支払いを行うことを

約束する書面を作成し、ＮＰＢ球団に提出するものとする。 

ｂ． リリース料が＄10,000,000未満の場合、ＭＬＢ球団は、（上記９項に規定されたとお

り）当該選手との契約条項が確認され、又は報告された日から 12か月以内に、ＮＰＢ

球団にリリース料を支払うものとする。ＭＬＢ球団は、ＮＰＢ球団に、リリース料を２

回の均等分割払いにて支払うものとする。１回目の支払いは、その選手との契約が確認

され、又は報告された日から 14日以内、残額の支払いは、その選手との契約が確認さ



れ、又は報告された日から 12か月以内に行われるものとする。ＢＯＣは、ＭＬＢ球団

及びＮＰＢに対し、各分割払いの正確な期限を含んだリリース料の支払いスケジュー

ルを提出する。（上記９項に規定されたとおり）その選手との契約条項が確認され、又

は報告された日から 30日以内に、ＭＬＢ球団は、当該支払いスケジュールに従いＭＬ

Ｂ球団がＮＰＢ球団に支払いを行うことを約束する書面を作成し、ＮＰＢ球団に提出

するものとする。 

 

11．当該選手が交渉期限までにＭＬＢ球団と合意に達することができなかった場合、当該選

手は、次の 11 月１日まで、再びポスティングにかけられることはできず、どの球団も、

当該選手が所属するＮＰＢ球団にリリース料を支払う必要はない。契約条項が確認され、

又は報告されたあとで、当該ＮＰＢ選手がＭＬＢ球団との正式契約の締結を拒否した場

合、当該ＭＬＢ球団は、当該選手が正式契約を締結し、球団のために役務を遂行すること

に合意するまで、リリース料を支払うよう要求されないものとする。 

 

12．上記９項により、ＭＬＢ球団がＮＰＢ選手との交渉を許されるまで、当該選手のポステ

ィングの可能性、リリース料の金額又はＭＬＢ球団と当該選手との潜在的な契約条項に

関し、いずれかのＭＬＢ球団を一方当事者とし、いずれかのＮＰＢ球団又はＮＰＢ選手

（あるいはそれぞれの代理人）を他方当事者として、その両者間で直接、間接を問わず接

触があってはならない。ＭＬＢ球団（及びその関係団体や役職員）は、当該選手に関連す

るリリース料以外のいかなる金銭又はその他の有価物を、直接、間接を問わず（当該選手

又はその代理人を通じての場合も含む。）、当該ＮＰＢ球団（及びその関係団体や役職員）

に提供してはならない。ＢＯＣは、本項により禁止されている行為が行われたと結論付け

た場合は、ＮＰＢ選手とＭＬＢ球団との間のいかなる契約をも無効にすること、ＭＬＢ球

団がＮＰＢ選手と交渉することを禁じること、又はポスティングを終了させることを含

むがこれらに限定されない、ＢＯＣが適切とみなすあらゆる行動を取る権限を有するも

のとする。ＮＰＢ又はＢＯＣは、本協定の条項に違反する、ＭＬＢ球団とＮＰＢ球団又は

ＮＰＢ選手との間の何らかの交渉又は取引に気づいた場合は、他方の当事者に対し、かか

る交渉又は取引について直ちに通知するものとする。 

 

13．この協定は、アメリカ合衆国又は日本の現在又は将来の法律と抵触することを意図する

ものではなく、また、そのように解釈されてはならない。いずれかの国の法律が変わるこ

とにより、この協定の条項との抵触が生じた場合は、両当事者は、抵触が生じたこの協定

のあらゆる条項について再協議を試みるものとし、適切な修正について合意に達するこ

とができない場合は、いずれの当事者も、他方当事者に対し、文書による通知を行ってか

ら 10日後に、この協定を終了させることができる。 

 



14．この協定のいずれかの当事者が、その保留制度又はこの協定に明記されているその他の

何らかのルールに重要な変更をする場合、当該当事者は、他方の当事者に対しその変更を

直ちに通知し、当該他方当事者は、文書による通知を行ってから 10日後に、この協定の

再交渉を求めるか、及び／又は、この協定を終了させる権利を有するものとする。 

 

15．上記 13項及び 14項を条件として、この協定は、2013年 11月 1日から 2016年 10月

31 日（以下、「当初契約終了日」という。）までの３年間の期間を有する。当初契約終了

日の 180 日前に、ＢＯＣとＮＰＢのいずれも、この協定の改正又は終了の意思を相手方

に通知する権利を有し、かかる通知があった後、すみやかに両者はこの協定の延長又は改

定について協議を始めるものとする。ＢＯＣもＮＰＢも当初契約終了日の 180 日前にこ

の協定の改正又は終了の意思を相手方に通知しなかった場合、この協定は、ＮＰＢ又はＢ

ＯＣが、当初契約終了日の応当日の 180 日前に、この協定の改正又は終了の意思を相手

方に通知するまで、１年ずつ継続されるものとする。 

  



 


